
平成２５年７月２５日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

銀行保証付私募債(3社)及び信用保証協会共同保証付私募債(2社)の引受について 

山陰合同銀行（頭取 久保田 一朗）では、下記の私募債を引き受け、財務代理人を務めることと

なりましたのでお知らせします。 

保証付私募債を発行する企業にとってのメリットは、固定金利での資金調達が可能となること

はもとより、社外に自社の財務内容の健全性やＣＳＲ活動への取組などをアピールできることが

挙げられます。 

当行では、全５種類の私募債ラインナップにより、取引先企業の資金調達手段として、積極的

に活用いただくことで、事業分野の拡充、新規事業への進出等様々なニーズにきめ細かく対応し、

地元企業の事業発展に貢献してまいります。 

 

記 

 

１．引受内容について 

※(その他１社については詳細非公表) 

 

 

 

 

                                        ＜次頁に続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 私募債名 日付 発行会社名 

鳥
取
県 

信用保証協会共同保証付私募債 7月25日 有限会社 ラポール・ケア米子 (代表取締役 藤山 勝巳） 

信用保証協会共同保証付私募債 7月25日 有限会社 メディカル・ケア米子 (代表取締役 藤山 勝巳) 

兵
庫
県 

プレミアム型銀行保証付私募債 7月25日 株式会社 ポトマック (代表取締役 金指 光司) 

愛
知
県 

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 7月25日 株式会社 グローバルエンジニアリング (代表取締役 荒川 健一) 



 

 

 

 

（１）信用保証協会共同保証付私募債 

 

 会 社 名 有限会社 ラポール・ケア米子 

 代 表 者 代表取締役 藤山 勝巳 

 住   所 鳥取県米子市安倍２００番地１ 

 業   種 介護事業 

 発 行 額 第１回無担保社債(信用保証協会共同保証付) ７０,０００,０００円 

 期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

 

 

 

会 社 名 有限会社 メディカル・ケア米子 

 代 表 者 代表取締役 藤山 勝巳 

 住   所 鳥取県米子市安倍２００番地１ 

 業   種 介護事業 

 発 行 額 第１回無担保社債(信用保証協会共同保証付) ３０,０００,０００円 

 期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 

鳥取県 



 

 

 

 

(１) プレミアム型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 ポトマック 

 代 表 者 代表取締役 金指 光司 

 住   所 兵庫県神戸市中央区波止場町２番８号 

 業   種 飲食業 

 発 行 額 第５回無担保社債(銀行保証付)      ５０,０００,０００円

 期   間 ３年(満期一括償還) 

        資金使途   運転資金 

 

 

 

 

兵 庫 県 

兵庫県 



 

 

 

 

 (１) ＣＳＲ型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 グローバルエンジニアリング 

 代 表 者 代表取締役 荒川 健一 

 住   所 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 

 業   種 ソフトウェア開発業 

 発 行 額 第５回無担保社債(銀行保証付)      ５０,０００,０００円

 期   間 ３年(満期一括償還) 

        資金使途   運転資金 

＜当社のＣＳＲ取組内容＞ 

・大学生(含む留学生)のインターンシップを積極的に受け入れている。 

・高校生の職場体験学習を積極的に受け入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛 知 県 

愛知県 



２．当行の取扱う私募債５商品と特長 

銀行保証付私募債 主な特長 

 

プレミアム型 
企業の財務健全性、なかでも企業規模（純資産額５億円以上）

をより重視する私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

ＣＳＲ型 
一定の基準と企業が行う「ＣＳＲ活動」の取り組みを評価する

私募債。（Ｈ１８年１月～） 

エコ型 
ＣＳＲ型私募債の基準に加えて、環境にかかる公的認証を取得

していることが条件の私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

グロース型 
一定の基準と企業の成長力（売上高および利益の伸長率）を評

価する私募債。（Ｈ１８年１月～） 

信用保証協会共同保証付私募債 
銀行および公的機関である信用保証協会が定める一定の基準を

適用する私募債。（Ｈ１２年９月～） 

 

以 上 


